
法
学
の
分
野
に
お
い
て
、
近
年
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
が
大
き
く
進
展
し
て

き
て
い
る
。
そ
の
研
究
者
の
中
に
は
比
較
家
族
史
学
会
の
会
員
も
少
な
く

な
く
、
学
会
誌
の
誌
面
を
お
借
り
し
て
動
向
を
報
告
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

『
岩
波
講
座
現
代
の
法
』
の
第
二
巻
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
」
が
発
行
さ

れ
た
の
は
、
一
九
九
七
年
八
月
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
お
わ
り
に
」
（
辻
村

み
よ
子
氏
執
筆
）
の
な
か
に
は
、
「
法
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
発
見
」

と
い
う
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
は
一
九
九
三
年
に
企
画
が
ス
タ

ー
ト
し
た
時
に
は
「
女
性
と
法
」
な
い
し
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
法
」
の
タ

イ
ト
ル
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
そ
れ
か
ら
刊
行
ま
で
の
約
四
年
間
に

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
用
語
が
日
本
で
も
定
着
し
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
同

書
三
三
九
～
三
四
○
頁
）
。

そ
の
九
七
年
に
は
、
法
学
専
門
雑
誌
で
二
つ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る

特
集
が
組
ま
れ
た
。
一
月
に
は
「
労
働
法
律
旬
報
』
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問

題
を
考
え
る
」
と
い
う
小
特
集
に
二
本
の
論
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
一
二

ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
研
究
の
進
展

〔
学
界
動
向
〕

白
石
玲
子

月
に
は
「
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
が
一
二
人
の
執
筆
者
に
よ
る
「
特
別
企
画

労
働
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
ｌ
な
ぜ
、
ど
う
な
く
す
性
差
別
」
を

掲
載
し
た
。
同
年
は
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
改
正
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
本
学
会
の
シ
リ
ー
ズ
比
較
家
族
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
女
性
』
が
刊

行
さ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
後
も
個
別
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
研
究
は
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、

学
会
と
し
て
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
た
の
は
、
二
○
○
一
年
、

お
茶
の
水
女
子
大
学
に
お
け
る
日
本
法
社
会
学
会
で
の
「
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
大
学
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
ｌ
大
学
の
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
応
の
方
向
性
」
で
、
三
本
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

二
○
○
二
年
に
は
日
本
刑
法
学
会
で
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
刑
事
法
」
と
い
う

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
も
た
れ
た
。
二
○
○
三
年
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に

三
学
会
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
か
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

法
学
会
が
創
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
、
法
学
専
門
雑
誌
に
も
大
き
な
動
き

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
先
に
述
べ
た
い
。

二
○
○
二
年
八
月
号
の
「
法
律
時
報
」
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
家
族
」
と

い
う
六
○
頁
か
ら
成
る
特
集
を
組
み
、
座
談
会
と
六
本
の
論
文
を
掲
載
し

た
。
二
○
○
三
年
一
月
の
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
は
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
」

と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
。
こ
れ
に
は
、
「
Ｉ
総
論
」
に
七
本
、
「
Ⅱ
雇
用
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に
三
本
、
「
Ⅲ
家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に
三
本
、
「
Ⅳ
女
性

の
身
体
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
に
五
本
と
、
合
計
一
八
本
が
掲
載
さ
れ
、

一
九
○
頁
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
月
の
「
労
働
法
律
旬

報
」
に
は
「
社
会
法
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
特
集
に
四
本
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
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て
い
る
。
刑
事
法
の
分
野
で
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ヘ
の
関
心
が
深
ま
り
、
「
現

代
刑
事
法
」
二
○
○
三
年
三
月
号
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
刑
事
法
」
の
特
集

に
六
本
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
。

そ
の
他
に
も
個
別
の
雑
誌
論
文
が
発
表
さ
れ
、
単
行
本
も
多
く
発
行
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
進
展
を
受
け
て
、
「
法
律
時
報
』
が
毎

年
一
二
月
号
に
掲
載
す
る
「
学
界
回
顧
」
に
、
二
○
○
三
年
か
ら
「
ジ
ェ

ン
ダ
ー
と
法
」
の
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
た
。
文
献
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

こ
れ
を
御
参
照
頂
き
た
い
。

次
に
、
前
述
し
た
学
会
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二
○
○
三
年
四
月
の
法
制
史
学
会
で
は
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
法
史
学

ｌ
近
代
法
の
再
定
位
・
再
考
」
と
い
う
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
半
日

か
け
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
企
画
を
提
案
し
た
の
は
、
本
学
会
員
で
あ
る
三

成
美
保
氏
で
、
私
も
協
力
し
当
日
の
司
会
を
務
め
、
報
告
者
も
趣
旨
説
明

を
行
っ
た
三
成
美
保
氏
を
含
め
る
と
五
名
中
三
名
（
三
成
会
員
の
他
に
、

村
上
一
博
会
員
、
曽
根
ひ
ろ
み
会
員
）
で
あ
る
し
、
法
史
学
と
い
う
こ
と

で
、
本
学
会
と
の
関
係
も
深
い
の
で
、
少
し
詳
し
く
述
べ
さ
せ
て
頂
き
た

い
。
こ
の
企
画
は
二
○
○
一
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
二
○
○
二
～
二
○
○

三
年
度
に
か
け
て
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
法
史
学
１
１
近
代
法
秩
序
の
再
検

討
」
と
い
う
研
究
課
題
名
で
科
学
研
究
費
補
助
金
を
受
け
た
。
趣
旨
説
明

の
後
、
吉
田
克
己
「
近
代
市
民
法
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
」
、
村
上
一
博

「
近
代
日
本
の
家
族
法
制
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ｌ
親
権
概
念
の
形
成
」
、
曽
根

ひ
ろ
み
「
近
世
日
本
の
刑
事
法
制
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ｌ
私
的
刑
罰
権
お
よ

び
刑
事
裁
判
」
、
松
本
尚
子
「
近
代
ド
イ
ツ
の
労
働
法
制
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

Ｉ
女
性
労
働
者
の
制
度
的
権
利
保
護
」
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。
家
族
法

制
そ
の
も
の
を
テ
ー
マ
と
し
た
村
上
報
告
以
外
の
も
の
も
、
何
れ
も
家
族

に
関
わ
る
点
を
含
む
報
告
で
あ
っ
た
。

五
月
に
は
、
日
本
刑
法
学
会
で
、
前
年
に
引
き
続
き
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

刑
事
法
」
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
か
れ
た
。

二
月
に
開
か
れ
た
日
本
法
哲
学
会
で
は
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ

ュ
ァ
リ
テ
ィ
と
法
」
を
統
一
テ
ー
マ
に
、
一
○
人
の
報
告
者
に
よ
り
、
一

日
半
の
日
程
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
生
殖
に
関
す
る
報
告
が
二
本

あ
っ
た
。
本
学
会
で
も
二
○
○
二
年
の
二
回
の
研
究
大
会
で
「
生
命
技
術

と
家
族
」
、
二
○
○
三
年
秋
の
学
会
で
は
「
生
殖
技
術
と
家
族
」
の
テ
ー

マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
お
り
、
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
。

そ
し
て
一
二
月
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
会
が
創
立
さ
れ
た
。
ま
ず
、
創
立

総
会
が
開
か
れ
、
初
代
理
事
長
に
は
本
学
会
副
会
長
で
も
あ
る
戒
能
民
江

氏
が
選
任
さ
れ
、
「
な
ぜ
今
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
が
必
要
な
の
か
」
、
「
女

性
差
別
撤
廃
条
約
ｌ
国
際
社
会
と
の
落
差
の
検
証
」
の
テ
ー
マ
で
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
学
会
は
「
法
学
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら

よ
り
深
く
研
究
す
る
こ
と
、
研
究
と
実
務
の
懸
橋
を
す
る
こ
と
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
法
学
に
関
す
る
教
育
を
開
発
し
深
め
る
こ
と
」
を
目
的
に
「
学
際
的

に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
の
課
題
に
取
り
組
」
も
う
と
す
る
（
設
立
趣
意
害
よ

り
）
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
の
研
究
が
一
層
深

ま
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

（
神
戸
市
看
護
大
学
日
本
近
代
法
史
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
史
）
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